
文 教・子 育 て 支 援 委 員 会 

令和７年７月１日 教育施設課 

 

学校施設建替え計画の検討状況（中間報告２回目）について 
 

  

内 容 

１ 学校施設の計画的な建替えの必要性 
・区の学校施設は、半数以上が築５０年以上経過し、施設の老朽化が進んで 
おり、「荒川区教育施設長寿命化計画（令和２年７月）」に定める耐用年数 
８０年を見据え、計画的に建替えていく必要がある。 

・３５人学級制の導入により必要な普通教室数が増えているとともに、一部
地域では大規模再開発や新規マンション建設等により児童生徒数の大幅
な増加が見込まれ、現在の施設規模では不足する恐れが高く、建替えにあ
わせてより適正な配置を検討する必要がある。 

・また、バリアフリー化、環境対策、避難所機能等にも課題があるとともに
新しい時代の学びを実現するため、様々な教育課題や多様な学習活動等に
柔軟に対応できる学習・執務空間の整備が必要である。 

 
２ これまでの検討経過 

～令和６年度  建替えにおける建物規模等の調査実施（小学校１２校、
中学校４校、その他３箇所） 

令和６～７年度 令和３７年度までに築８０年を経過する２５施設（小学 
校１８校、中学校５校、幼稚園１園、その他１施設）を 
対象に、「学校施設建替え計画」策定に向けた検討実施 
学校プールの在り方検討実施（民間活用の試行等） 

 
３ 現在の検討状況 
（１）ロードマップ作成の考え方 
ア）建替え順序 ※学級数の推計は別紙１のとおり 

＜計画骨子案＞ 

●原則は築年数順に建替えることとし、必要に応じて順番を入れ替える。 

●１校あたり、構想・計画１年、基本設計・実施設計２年、建設工事４年の、 

計７年を標準とする。 

●令和１０年度から１校目の基本構想に着手する。 

●令和１３年度から１校目の建設工事に着手し、その後、毎年１校ずつ工事 

に着手する。 

●工事期間中は別の場所に確保した代替校舎を使用することを基本とする。 
＜検討状況＞ 
原則は古い順で建替えを実施するが、以下の要因で順番の入替を行う。 
① 既存校舎の改修のみでは必要とされる普通教室確保が難しく、教室不

足発生の恐れがある第六日暮里小を１校目に着手。 
あわせて、西日暮里駅前再開発の学区域を第一日暮里小から第六日暮
里小に変更し、児童数増加に対応。 

② 建替え時における適正配置の見直しや小中一貫教育を進めていく場合
における、代替校舎用地の確保も踏まえた建替え順位の入替。 
→詳細（イ）（ウ） 

③ 特別支援教育等の充実や他の公共施設等との複合化を図る場合におけ
る建替え順位の入替。 →詳細（エ）（オ） 
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④ 学区域内で、小学校から中学校に連続して建替えの場合、建替え時期
を空けるか中学校を先に実施し、児童・生徒の在籍中に全ての期間が
工事という状況を避ける。 

⑤ 上記の考え方から、概ね１０年ごとの三期に分け、下図のように対象
校を示す。なお、本計画においては、概ね令和１７年度までに着手す
る一期の対象校について、詳細なロードマップを提示する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ）適正配置 

＜計画骨子案＞ 

●区の適正配置の方針案は以下のとおり 

・小学校：12～18 学級（19～24 学級は許容範囲）、通学距離 1km 以内 

・中学校：12～18 学級（9～11 学級は許容範囲）、通学距離 2km 以内 

・小中一貫校・義務教育学校：18～27 学級（24～36 学級は許容範囲）、 

通学距離は小学校、中学校の基準に倣う。 

●許容範囲を下回る小規模校は、将来的にも小規模化が継続する推計の場合 

に、通学区域の変更、学校の統合等を検討する。 
＜検討状況＞ 
・将来的に小規模化が想定される学校の建替えに合わせて適正な配置を検討 
する。 

・統合等により空いた建物や用地を活用し、代替校舎の整備を行う。 
・なお、今後の児童生徒数の動向により、対象校の再検討もありうる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第一期（R8～R17） 第二期（R18～R27） 第三期（R28～R37）

小学校７校
小学校７校
中学校５校

小学校４校
幼稚園１園

第二瑞光小学校
第三瑞光小学校

瑞光小学校 第四峡田小学校
第六瑞光小学校 第九峡田小学校 第三峡田小学校
第二峡田小学校 尾久小学校 第五峡田小学校
第七峡田小学校 大門小学校 尾久西小学校

赤土小学校 第一日暮里小学校 尾久第六小学校
尾久宮前小学校 第一中学校 花の木幼稚園

第六日暮里小学校 第四中学校
第五中学校
第七中学校
第九中学校
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ウ）小中一貫教育 

＜計画骨子案＞ 

●小中一貫教育は多様な学びの在り方における選択肢の一つであり、施設一

体型のメリットとしては「異学年との交流の機会が増える」「きめ細やか

な指導により、中学校への進学に際して、子どもたちは速やかに順応でき

る」、「中１ギャップ緩和に寄与」などが、デメリットとしては「九年間、

同一集団と生活することによる人間関係の固定化」、「中学生とともに生活

することによる小学生高学年のリーダー性・主体性の育成の困難さ」など

が挙げられる。 

●施設一体型小中一貫校については、９年間の一貫した教育課程に対応した

施設環境、学年段階の区切りに対応した空間構成や施設機能、異学年交流

スペースの充実など、系統性・連続性のある教育活動を効果的に実施でき

る環境を確保することが重要である。 
●小学校の４つの地区（瑞光、峡田、尾久、日暮里）ごとに１箇所程度、施
設分離型もしくは施設一体型小中一貫校整備の可能性を検討する。 

＜検討状況＞ 
・学校施設の建替えに合わせて、小中一貫教育の更なる推進を検討する。 
・４地区に区分されている小学校の地区（瑞光地区、峡田地区、尾久地区、 
日暮里地区）ごとに１箇所設けることとし、既に連携教育を実施している 
瑞光地区を除いた３地区に、施設一体型小中一貫校を整備する。 

一貫校 課題等 

第六日暮里小 
新設の中学校 
(日暮里地区) 

・第六日暮里小敷地に一貫校を建設 
・諏訪台中の生徒数増の対応として、中学校を新設 

第七峡田小 
第五中 

(峡田地区) 

・第七峡田小敷地に一貫校を建設 
・スーパー堤防との調整が必要 
・第五中跡地は、代替校舎建設を想定 

赤土小 
第九中 

(尾久地区) 

・赤土小敷地に一貫校を建設 
・第九中跡地は、第二校庭として利用を想定 
・夜間学級は別途検討 

 

対象校 理由 統合等の可否 統合後の活用 

汐入東小 
小規模傾向 
(単学級に 
なる見込み) 

○ 
汐入小と統合 

既存校舎を代替校
舎として活用 

第六瑞光小 単学級の継続 
○ 

瑞光小と統合 

既存校舎の解体後、
用地を活用し、代替
校舎を建設 

第三峡田小 
小規模の継続 
(単学級に 
なる見込み) 

△ 
今後の学級数の推移
を見ながら検討 

― 

第一日暮里小 
小規模の継続
（単学級に 
なる見込み） 

× 
隣接校と 
離れている 

― 

第九中 
小規模の継続 
(６学級に 
なる見込み) 

× 
隣接校に余裕なし 
小中一貫教育の検討 

― 
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エ）特別支援教育等 

＜計画骨子案＞ 

●特別な支援を必要とする児童生徒の増加や個別の教育的ニーズに対応す

るため、特別支援教育の更なる充実が求められており、建替えにあわせて

以下の点について検討する。 

・中学校特別支援学級が未設置である日暮里地域への開設 

・自閉症情緒障害特別支援学級の、小中学校各１校ずつの開設 

・特別支援教室入室児童生徒が大幅に増加した際には拠点校の増設及び 

巡回グループの再編成 
●既存の支援体制の継続や見直しを適宜行いつつ、「学びの多様化学校」の
整備の必要性についても検討する。 

＜検討状況＞ 
・区全体の特別支援教育等の充実について、既存校舎では対応が難しい部分

もあるため、建替えと合わせて検討する。 

項目 検討案 

日暮里地域の中学校知的
固定特別支援学級の設置 

第六日暮里小用地の小中一貫校に設置 

自閉症・情緒障害固定特別
支援学級の設置 

小学校、中学校に各１か所設置 

学びの多様化に資する施
設の検討 

既存の支援体制の継続や見直しとともに、「学び
の多様化学校」の整備の必要性についても検討 

 
オ）複合化 

＜計画骨子案＞ 

●学校施設と複合施設が互いに機能補完ができ、単体の施設計画では実現し

にくい施設環境を整えられることを複合化の利点と考え、学習の質向上、

居場所づくり、子育て支援、施設間交流などが可能となる施設を検討対象

とする。 
●複合化する際は、児童・生徒の安全を確保しながら、複合化による相乗効 
果を発揮できるよう配慮する。 

＜検討状況＞ 
・学校建替えの際に、以下のとおり他の公共施設との複合化を検討する。 

想定施設 想定校 

学童クラブ 建替え実施の全小学校 

更新等に課題のある 
公共施設 

建替え実施校の近隣にある老朽化した公共施設のほ
か、整備が必要な公共施設がある場合に、複合化が
可能かを検討する。 

 
（２）代替校舎候補 
ア）代替校舎の確保 
区内の学校は敷地が狭く、児童生徒が既存校舎を使いながら（居ながら）、 

敷地内の空いている部分に仮設校舎や新校舎を建設しての建替えが難しい 
ため、別の場所に、建替え期間中に児童生徒が通える代替校舎を確保する。 
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イ）代替校舎候補 

候補地 課題等 

生涯学習 
センター 

・既存機能（生涯学習センター、教育センター、シルバー
大学、ふらっと.フラット等）の移転先が必要 
・耐用年数 80 年とすると、R31 まで使用可能 

汐入東小 ・汐入小との統合 

第五中 
敷地内 

・既存校舎を残したまま同一敷地内へ代替校舎建設（代替
校舎建設後、既存校舎を解体） 

第六瑞光小 
敷地内 

・瑞光小との統合 
・既存校舎は規模が小さいため、既存校舎解体後、代替校
舎として建替えが必要 

※建替え後の代替校舎用地については、区全体のまちづくりに資する公共施
設等の用地として活用を検討する。 

 
ウ）使用上の課題 
代替校舎を使用する上で、既存の学校における教育活動以外の機能・役割

について、関係各課等との調整が必要となる。 
・学童等 
・避難所、投票所 
・体育館、校庭、学校設備利用 
 

エ）その他 
現時点での想定は（２）（イ）のとおりだが、計画的な建替え事業開始ま

での間、引き続き、代替校舎用地の確保に努めることとし、適地が見つかっ
た場合は、随時想定を見直す。 

 
（３）第一期におけるロードマップ案 

上記を踏まえたロードマップ案は、別紙２のとおり。 
なお、今後の状況の変化により、順番の入替も想定される。 

 
（４）建替えを踏まえた学校プールのあり方案 

学校プールについては、施設・設備の老朽化に加え、猛暑等により実施で
きないことや、指導の質の確保、施設の維持管理に係る教員の負担等が課題
となっており、建替えの際の学校プールのあり方を検討中である。 
令和６年度に行った民間プール活用の試行も踏まえた学校プールのあり

方案は、別紙３のとおり。 
 

４ 検討における課題 
（１）移動手段の確保 

建替え時に代替校舎を使用する場合、安全な移動手段が必要となる。 
これについては、登下校時だけでなく、代替校舎に運動場やプールがない

場合のほか、小学校であれば学童等、中学校であれば部活動の生徒への対応
も考える必要がある。 
建替え実施校や代替校舎の位置関係、建替え実施校の規模なども考慮しな

がら、確実な移動手段の確保について検討する必要がある。 
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（２）建替えに要する経費 
建替えに要する経費については、近年の物価の高騰や工期の長期化、施設

規模の増加等により、相当に高額になることが想定される。 
計画的な建替えを確実に実施するため、想定経費を的確に算出するととも

に、区全体の財政フレームに反映させ、対応を検討していく必要がある。 
 
（３）関係者等への説明 

学校施設の建替えについては、学校に通う児童生徒やその保護者、地域の
方などに大きな影響があることから、まずは校長会や町会連合会などの場を
通して、検討状況を説明する。 
合わせて、代替校舎に関連する方々や、統合等や小中一貫校などの対象校、

建替え想定が早い学校について、個別に説明を行う。 
 

今 後 の 
予 定 

 
令和７年 ７月～９月 関係者等への説明 

児童・生徒等へのアンケート 
１１月    建替え計画（素案）作成 
１２月    パブリック・コメント 

令和８年 ２月    建替え計画（案）作成 
３月    建替え計画策定 
 

＜主管部課＞ 教育委員会事務局教育施設課 
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学級数の推計結果（令和７年度）

≪１．小学校の学級数の推移≫ 赤字 ・・・教室不足が想定される年度

教室数 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

（最大） ⇒実績 ⇒推計結果 ⇒未出生の児童数を推計で算出した上での推計結果

瑞光 20 18 18 18 18 18 18 18 17 16 15 14 14 13 13 14 15 16 16 17 17 16 15 14 13 12

第二瑞光 12 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

第三瑞光 26 20 21 22 22 22 22 21 21 20 20 20 20 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

汐入 26 22 21 22 22 23 23 22 21 20 19 18 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18

汐入東 23 22 21 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

第六瑞光 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

峡田 25 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 18 19 20 21 22 23 23 24 24 24 24 24 23 22 21

第二峡田 14 12 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

第三峡田 9 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

第四峡田 15 12 12 12 13 13 12 13 13 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12

第五峡田 19 16 14 15 15 15 15 15 14 13 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

第七峡田 14 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

第九峡田 13 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 14 15 16 16 16 15 14 13 12

尾久 18 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

尾久西 19 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18

尾久第六 15 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

赤土 21 16 17 18 19 19 19 19 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18

大門 13 8 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

尾久宮前 15 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12

第一日暮里 8 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 18 18 17

第二日暮里 14 9 10 9 11 11 12 12 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

第三日暮里 18 14 13 14 14 14 14 13 13 14 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

第六日暮里 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 7 6 6 6

ひぐらし 24 16 17 17 17 17 18 19 20 20 21 22 22 22 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

※峡田小学校の教室数は、令和８年度以降において増築校舎の建築により２５教室となる。

※第二日暮里小学校の教室数は、令和１１年度以降において増築校舎の建築により２０教室となる予定である。

※３５人学級制（小学校については、令和7年度において全学年が35人学級となっている。）及び再開発事業の影響を反映した学級数である。

※再開発事業について、三河島駅前北（通学区域：峡田小学校（ひぐらし小学校から変更する予定））は令和12年度入居開始、西日暮里駅前（通学区域：第一日暮里小学校）は令和14年度入居開始を想定した。

≪１－１．西日暮里再開発の新規マンションの通学区域の変更を行った場合（変更前：第一日暮里小学校→変更後：第六日暮里小学校）≫
学校名 教室数（最大） 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

第一日暮里 8 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

第六日暮里 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 11 12 12 12 13 14 15 16 17 18 18 18 17

≪２．中学校の学級数の推移≫
教室数 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

（最大） ⇒実績 ⇒推計結果 ⇒未出生の児童数を推計で算出した上での推計結果

第一 13 9 9 10 9 9 9 10 11 11 11 11 11 10 9 9 9 10 11 11 10 9 9 9 9 9

第三 16 13 14 14 14 13 12 12 12 12 11 10 9 9 9 9 9 8 7 7 8 9 9 9 9 9

第四 13 9 9 9 9 9 9 9 10 11 12 11 10 10 11 11 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15

第五 12 7 8 8 9 9 7 6 7 8 8 7 7 8 8 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9

第七 13 8 9 9 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

第九 10 7 8 8 7 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

尾久八幡 15 12 12 11 12 13 12 12 12 13 14 15 14 13 12 12 12 11 10 10 11 12 12 12 12 12

南千住第二 16 12 12 13 12 13 13 14 14 15 15 14 13 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15

原 13 8 8 9 9 9 9 10 10 11 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

諏訪台 18 12 13 13 14 14 13 15 16 17 16 16 15 16 17 18 19 20 21 21 21 21 21 22 23 24

※３５人学級制（中学校については、令和８年度以降１年生から段階的に導入されるものと想定した学級数である。）及び再開発事業の影響を反映した学級数である。

※再開発事業について、三河島駅前北（通学区域：第四中学校（諏訪台中学校から変更する予定））は令和12年度入居開始、西日暮里駅前（通学区域：諏訪台中学校）は令和14年度入居開始を想定した。

学校名

学校名
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第一期建替えロードマップ案

←第一期→ ←第二期→

R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

生涯学習センター（既存） 〇代替校舎使用開始

汐入東小学校（既存）
閉校

〇代替校舎使用開始

第五中学校敷地内（新設） 〇代替校舎使用開始

第六瑞光小学校（新設）
閉校

〇代替校舎使用開始

第六日暮里小学校

瑞光小学校 〇新校舎供用開始

第六瑞光小学校

※R13年度末に閉校して瑞光小と統合

第七峡田小学校

第二峡田小学校 〇新校舎供用開始

赤土小学校

尾久宮前小学校
〇新校舎
供用開始

： 構想・設計

： 代替校舎改修・建設（解体含む）

： 建替え（解体含む）

       　　　※第二期のロードマップはR12頃策定予定  

〇第一期は、令和８年から令和17年までに設計に着手する小学校７校が対象。代替校舎の改修等は、第１期着工前に整備する必要がある。

〇第二期以降の対象校は以下の予定だが、今後の学校施設の劣化状況、児童生徒数の推移、社会情勢等により建替えの順序を決めていく。

〇小中一貫校
　供用開始
 （第九中）

〇小中一貫校供用開始
　（第五中）

代
替
校
舎

第
一
期
対
象
校

〇小中一貫校供用開始
　(諏訪台中学区の一部）

R13年度末

R12年度末

生涯学習センター代替校舎

汐入東小代替校舎

第五中代替校舎

第六瑞光小

代替校舎

汐入東小代替校舎

生涯学習センター

代替校舎

第二瑞光小学校 第一中学校
第三瑞光小学校 第四中学校 第三峡田小学校 花の木幼稚園
第四峡田小学校 第五中学校 第五峡田小学校
第九峡田小学校 第七中学校 尾久西小学校

尾久小学校 第九中学校 尾久第六小学校
大門小学校

第一日暮里小学校

第二期対象校（R18～R27） 第三期対象校（R28～R37）
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学校プール施設の現状と課題 

〇区内小中学校のプール施設の立地条件、築年数、設置方法等の概要を整理します。 

〇直近の学校プールの利用期間、日数等の利用状況を整理します。 

〇現状の学校プールの課題を施設面について整理します。 

【概要】 

●区内小中学校 34 校のうち、過半数である 18 校がプール竣工から 50 年以上を経過しています。 

29 校が屋外式又は屋上式であり、5 校は地下式又は組立式となっています。 

●概ね６月上旬から９月下旬にかけて授業を実施している学校が多いです。 

●授業以外においては、消防水利として指定されています。 

●校庭面積の圧迫、水質管理等の教員負担、虫や異物混入等の衛生面等の課題があります。 

 

水泳授業の現状と課題 

〇授業の実施方法や実施状況について整理します。 

〇各校のプール設置状況における天候等の影響による、授業実施の現状と課題を整理します。 

【概要】 

●概ね６月中旬から９月下旬にかけて水泳授業を実施している学校が多いです。 

●屋外式や屋上式の学校が多く、雨天・雷、猛暑等により授業を中止せざるを得ない課題があります。

また、必要授業数については、統一の時間数の指定はありませんが、概ね 10 時間（10 回）前後の授

業を実施しています。 

 

学校外プールの活用 

〇区営及び民間の屋内温水プールの施設概要や利用状況等を整理し、学校授業への活用について検討し

ます。 

【概要】 

●区営プールは、荒川総合スポーツセンター、あらかわ遊園スポーツハウス（現在休館中）の２か所、

民間プールは、区内（近隣施設を含む）に４か所あります。 

 

コスト比較 

〇学校プールの建設費、維持管理コスト等を整理します。 

〇区営・民間施設活用時のコスト、拠点校方式によるコスト、自校式のコストを比較し、コスト面から

の優位性を検討します。 

【概要】 

●コスト面では、施設の維持管理がない分、区営・民間施設を活用することが一番メリットがあります。

しかし、全小中学校が区営・民間施設を活用することは立地条件、受入人数等や民間施設においては、

休業や廃業のリスクもあるため、拠点校方式の検討をします。 

 

 

 

 

 

 

 

民間水泳授業委託試行実施【民間施設活用型】 

〇令和６・７年度に実施した民間プールを活用した試行実施の概要、結果、実施後アンケートについて

まとめます。 

【概要】 

●小学校、中学校１校ずつを対象に、６月～10 月（夏季休業期間を除く）に試行を実施しました。 

試行実施校 第六日暮里小学校 第九中学校 

利用施設 スポーツクラブ NAS 西日暮里 スポーツクラブ NAS 町屋 

１学級当たりの授業数 １回 60 分の指導を年６回 

移動手段 徒歩（約 10 分）※見守りの人員を別途委託 

指導員数/監視員数 ５名/１名 

施設利用日 休館日（木曜日） 休館日（月曜日） 

●実施後は、児童生徒・教職員・保護者へアンケートを実施しました。概ね肯定的な意見が多く、次年

度以降も民間施設の利用を継続してほしいという回答が多くありました。しかし、教科担任制の中学

校において、体育科以外の教員も引率するため負担が大きいとの課題が見えました。 

●泳力の向上や学校プール維持管理に係る教員負担の軽減等肯定的な回答・意見が多くありました。 

 

民間水泳指導員による水泳授業委託試行実施【指導員派遣型】 

〇令和７年度に実施する民間の水泳指導員を学校へ派遣し、水泳授業を委託する試行実施の概要、結果、

実施後のアンケートについてまとめます。 

【概要】 

●小学校、中学校１校ずつを対象に、６月～９月（夏季休業期間を除く）に試行を実施しています。 

試行実施校 汐入東小学校 諏訪台中学校 

派遣元事業者 ㈱ルネサンス 
野村不動産ライフ＆スポーツ㈱ 

（スポーツクラブメガロス運営） 

１学級当たりの授業数 １回 60 分の指導を年５回 
１回 50 分の指導を年４回 

（上記以外に教員による授業を実施） 

指導員数 ４名 ３名 

 

今後の学校プール施設と水泳授業のあり方 

〇区営・民間施設の水泳授業への活用について課題等の整理をします。 

〇近隣複数校で学校プールを共用する拠点校方式の考え方や実現可能性について整理します。 

〇将来的な学校プール施設と水泳授業のあり方の基本的な考え方を示します。 

【概要】 

●学校施設建替え後は、学校プールを全校には整備せず、区営・民間施設の活用、拠点校方式による運

用に加え、施設管理や指導においても民間の活用を検討します。 

 

学校プール施設整備方針 

今後の学校プール施設整備の基本的な考え方を整理し、区営・民間施設の活用案及び具体的な拠点校

となる学校、グルーピング案、区民開放の有無、拠点校整備までの既存施設の対応等を検討し、方針を

定めます。 

 

荒川区立小中学校におけるプール施設と水泳授業等のあり方について 骨子（案） 
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